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公共用施設等における喫煙対策に関する実態調査 
 

官公庁、病院、大規模小売店舗、交通関連施設、イベント

施設などの多数の人々が利用する施設における喫煙対策の取

組状況について国民の協力を得て調査を実施 
（禁煙週間から開始） 

 
【調査実施の背景】 
平成 14年 8月 2日  健康増進法（平成 14年法律第 103号）制定 
平成 15年４月 30日 「受動喫煙防止対策について」(厚生労働省通達） 

平成 15年 5月 1日  健康増進法施行 
・官公庁、病院、大規模小売店舗、交通関連施設、イベント施設などの多 
数の人々が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙防止対策を講ずる 
ことが努力義務化（法第 25条）。              

平成 15年 5月９日  「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(厚生労働省通達） 

平成 15年 7月 10日 「職場における喫煙対策に関する指針」（人事院通知） 

 
平成 17年２月 27日 「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」発効 
平成 17年５月 31日（火） 「２００５年世界禁煙デー」 
平成 17年５月 31日（火）～６月６日（月） 「禁煙週間」 
 
 

・禁煙・分煙対策をもっと促進すべきであるとする意見や公の機関における  

取組の遅れを指摘する意見も有り。 
・一方、喫煙者の権利を主張する声も有り。 
・喫煙が健康に及ぼす影響について国民の関心がＵＰ 

 

eメールによる喫煙対策に関する情報募集については、平成 17年 9月 30日（金）
をもって締め切らせていただきます。沢山の情報ありがとうございました。 

 
 

【照会先】 関東管区行政評価局第二部第１評価監視官 
小野  努 

電 話：０４８（６００）２３２８ 
        ＦＡＸ：０４８（６００）２３３８ 
 （参考）当局ＨＰアドレス：http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto.html
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実態調査計画 
 
名  称 公共用施設等における喫煙対策に関する実態調査 

目  的 国は、国民保健の向上を図ることを目的として平成 14 年８月に健康

増進法（平成 14 年法律第 103 号）を制定し、同 15 年 5 月１日に施行さ

れ、官公庁、病院、百貨店（大規模小売店）などの多数の人々が利用す

る施設を管理する者に対し、受動喫煙防止対策を講じることが努力義務

化された。これを受けて、各府省及び都道府県知事等に「受動喫煙防止

対策について」（平成 15 年４月 30 日付け厚生労働省健康局長通知）を、

さらに「職場における喫煙対策のためのガイドライン」（平成 15 年５月

９日付け厚生労働省労働基準局長通達 以下「新ガイドライン」とい

う。）を発している。 

その後、人事院でも、各府省に対し「職場における喫煙対策に関する

指針」（平成 15 年７月 10 日付け人事院勤務条件局長通知）を発してい

る。 

このように、国では、「新ガイドライン」等により喫煙対策の充実を

図ってきている。 

しかし、禁煙・分煙対策をもっと促進すべきであるとする意見や公の

機関における取組の遅れを指摘する意見もみられ、いまだ喫煙対策は十

分ではない状況にある。 

さらに、平成 17 年 2 月にＷＨＯ（世界保健機関）による「たばこ規

制枠組条約」が発効し、ますます、喫煙が健康に及ぼす影響について関

心が高まっている。 

この実態調査は、多数の人々が利用する公共用施設等を中心に、喫煙

対策の実施状況を調査し、関係行政の参考に資する。 

調 査 項 目 １ 喫煙対策の推進体制 
２ 喫煙対策の施設・設備の整備状況 
３ 喫煙空間近傍の分煙度の実態（空気環境の測定状況等） 
４ その他 

調査対象機関 （国の地方支分部局等） 
東京防衛施設局、関東管区行政評価局、関東総合通信局、関東財務局、

関東信越国税局、関東信越厚生局、関東農政局、関東経済産業局、関東

地方整備局、関東運輸局、さいたま地方法務局、埼玉労働局、埼玉社会

保険事務局等 

関連調査等 
対象機関 

地方公共団体（埼玉県、川口市等）、民間事業者等（例えば、病院、大規

模小売店舗、交通関連施設、イベント施設等） 

調査実施時期 平成１７年５月末～９月 

 


